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随意契約理由書 

 

 

 

１．工 事 名 ： 令和３年度鶴田ダム緊急水面清掃工事 

 

２．施 工 場 所 ： 鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先 

 

３．契 約 の 相 手 方 ： 名 称：ノダック（株） 

              住 所：〒３３６－００２５ 

                  埼玉県さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 

                       電 話：０４８－７１１－７３３２ 

 

４．随意契約適用法令 

   会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 

 

５．当該工事の目的、内容及び随意契約に付する理由 

 

   １）当該工事の目的 

          本工事は鶴田ダム湖に大量の流木塵芥等が発生し、ダム管理設備及びダム本体

に影響を及ぼす恐れがあるため緊急に水面清掃を行うものである。 

 

     ２）当該工事の内容 

本工事は、鶴田ダム湖の流木塵芥等を回収船を使用し清掃を行うものである。 

 

   ３）随意契約に付する理由 

本工事の遂行においては、既設設備及び鶴田ダムを熟知し、かつ十分な技術

力・労働力・資機材を保有し、緊急的に機動力を発揮するとともに、的確な業

務実施が求められる。 

ノダック（株）は、上記に該当すると判断されることから、令和３年３月３

１日に「令和３年度鶴田ダム管理所管内における災害時等の応急対策に関する

基本協定書」の機械部門担当業者として当事務所と締結しており、本工事にお

いても、応急復旧工事が可能であると判断される。 

 以上のことから、ノダック（株）が本工事を遂行するうえで最も適した契約

相手と判断されることから、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計

令１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

                                           （随意契約理由書作成者）  

                          鶴田ダム管理所 専門官 
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